
（４）合同滞納整理業務の取組状況について 

実施 

状況 

ア． 「大阪府・大阪市合同滞納整理特別対策チーム」においては、次のとおり

高額かつ処理が困難な府・市重複滞納事案（同事案に名寄せされる新たな未納

徴収金を含む）の処理に取り組んだ。 

（ア）取組体制 

大阪府税務局徴税対策課職員及び大阪市税務部収税課職員で構成 

（相互併任制度を活用し、府職員は市職員を市職員は府職員を併任） 

 

 （イ）取組状況（平成 28 年３月末現在） 

 ・税額                         （単位：百万円、％） 

  

平成 27 年度当初 平成 28年３月末現在 
処理済額 

（Ｃ） 

うち 

徴収額 

処理率 

（Ｃ） 

(A）＋(B） 

府滞納額

（Ａ） 

市滞納額

（Ｂ） 
府滞納額 市滞納額 

府担当分 129 39 123 21 24 8  14.3 

市担当分 17 33 16 17 17 4 34.0 

合計 146 72 139 38 41 12  18.8 

※処理とは、収入（換価含む）、滞納処分の停止及び減額したものをいう。 

 ・件数                                   （単位:件、％） 

  

 

取組対象(A) 完結件数(B) 完結率 

(B)/(A) 
府件数 市件数 府件数 市件数 

府担当分 18 11 2 4 20.7 

市担当分 10 9 1 3 21.1 

合計 28 20 3 7 20.8 

 

（ウ）取組状況（平成 24 年 10 月～平成 28 年３月） 

 ・税額                         （単位：百万円、％） 

  

当初 平成 28年３月末現在 
処理済額 

（Ｃ） 

うち 

徴収額 

処理率 

（Ｃ） 

(A）＋(B） 

府滞納額

（Ａ） 

市滞納額

（Ｂ） 
府滞納額 市滞納額 

府担当分 318 167 123 21 341 156  70.3 

市担当分 233 353 16 17 553 277 94.4 

合計 551 520 139 38 894 433  83.5 

※処理とは、収入（換価含む）、滞納処分の停止及び減額したものをいう。 

 ・件数                                   （単位:件、％） 

  

 

取組対象(A) 完結件数(B) 完結率 

(B)/(A) 
府件数 市件数 府件数 市件数 

府担当分 33 33 17 26 65.2 

市担当分 36 36 27 30 79.2 

合計 69 69 44 56 72.5 

 

資料３ 



イ． 「大阪府・大阪市合同滞納整理特別対策チーム（中央・船場徴収班）」にお

いては、次のとおり法人関係税の府・市重複滞納事案の処理に取り組んだ。 

（ア）取組体制 

大阪府中央府税事務所職員及び大阪市船場法人市税事務所職員で構成 

（相互併任制度を活用し、府職員は市職員を市職員は府職員を併任） 

 

（イ）主な取組内容（平成 28 年５月末現在）  

   ・中央府税事務所から船場法人市税事務所への情報提供 

＜取組実績＞ 

情報提供：505 件 

船場法人市税事務所での処理：388 件、109,584,901 円 

   ・船場法人市税事務所から中央府税事務所への情報提供 

＜取組実績＞ 

情報提供：93 件 

  中央府税事務所での処理：87 件、5,362,762 円 

 

今後の

取組 

〇 平成 27 年４月に設置された『大阪府域地方税徴収機構』での取組みとの調

整を図りつつ、より効果的・効率的な取組体制の検討も行いながら、引き続き、

取組対象事案の処理促進を図る。 

 


